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鳩
山
首
相
は
六
月
二
日
辞
意
を
表
明
し
た
。

四
日
に
菅
直
人
氏
が
、
新
し
い
民
主
党
代
表

と
首
相
に
選
出
さ
れ
た
の
を
受
け
、
民
主
党

最
大
の
支
持
団
体
で
あ
る
連
合
は
、
南
雲
弘

行
事
務
局
長
の
談
話
を
発
表
し
た
。

　

談
話
で
は
、「
菅
新
総
理
は
、
地
域
主
権
、

新
し
い
公
共
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
、
地
球
温

暖
化
対
策
な
ど
、
鳩
山
政
権
の
こ
れ
ま
で
の

政
策
を
引
き
継
い
で
い
く
意
向
を
示
し
て
い

る
。
政
府
は
、『
新
成
長
戦
略
』『
財
政
運
営
戦

略
』『
地
域
主
権
戦
略
』
を
ま
と
め
よ
う
と
し

て
お
り
、
参
議
院
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
あ

わ
せ
て
、
新
し
い
骨
太
の
国
家
像
が
よ
う
や

く
国
民
の
前
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
連

合
と
し
て
も
歓
迎
す
る
」
と
、
新
た
な
政
権

に
期
待
感
を
表
明
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、「
連
合
は
『
い
ま
が
踏
ん
張

り
ど
こ
ろ
、
見
え
な
い
政
治
に
戻
さ
な
い
』

『
働
く
者
の
た
め
の
政
治
へ
、
連
合
は
行
動

す
る
』
を
合
い
言
葉
に
取
り
組
み
を
進
め
て

い
る
。
第
二
二
回
参
議
院
議
員
選
挙
で
の
組

織
内
比
例
候
補
者
お
よ
び
推
薦
候
補
者
の
全

員
の
必
勝
を
め
ざ
し
て
、
厳
し
い
状
況
の
中

で
も
職
場
や
地
域
で
連
合
六
八
〇
万
人
の
総

力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
く
」
と
述
べ
、

引
き
続
き
、
民
主
党
と
と
も
に
自
ら
の
政
策

要
求
を
実
現
し
て
い
く
と
の
意
気
込
み
を
示

し
た
。
な
お
、
連
合
は
次
期
参
院
選
挙
で
産

別
が
擁
立
す
る
組
織
内
候
補
一
一
人
（
民
主

党
）
の
推
薦
を
す
で
に
決
め
て
い
る
。

政
権
交
代
後
の
要
求
実
現
を
高
く
評
価

　

政
権
交
代
か
ら
八
カ
月
余
り
が
過
ぎ
た
。

こ
の
間
、
実
現
し
た
政
策
、
ま
た
検
討
中
の

政
策
も
含
め
連
合
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

鳩
山
首
相
が
両
院
議
員
総
会
で
辞
意
を
表
明

し
た
六
月
二
日
午
前
の
同
じ
時
間
帯
に
連
合

は
中
央
委
員
会
を
開
い
て
い
た
。
冒
頭
の
あ

い
さ
つ
で
古
賀
伸
明
会
長
は
、
鳩
山
政
権
下

で
実
現
さ
れ
た
政
策
を
列
挙
し
、
政
権
交
代

に
よ
る
成
果
を
強
調
し
た
。

　
「
昨
年
末
の
緊
急
雇
用
対
策
や
緊
急
経
済

対
策
を
は
じ
め
、『
雇
用
調
整
助
成
金
の
要
件

緩
和
』
や
『
雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
回
復
』

『
子
ど
も
手
当
・
高
校
授
業
料
実
質
無
償
化
』

や
『
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
強
化
の
た
め
の
雇
用
保
険
の
適
用
範

囲
の
拡
大
』
な
ど
、
雇
用
・
労
働
面
に
加
え
、

長
年
の
社
会
的
課
題
で
あ
っ
た
『
Ｂ
型
肝

炎
』『
水
俣
病
被
害
者
』
の
救
済
な
ど
具
体
的

な
政
策
や
成
果
が
実
現
さ
れ
て
い
る
」「
連
合

の
立
場
か
ら
も
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
働
く

者
の
声
が
、
政
府
に
届
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
成

果
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
で
き

る
」
と
指
摘
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
春
闘
で
、

賃
上
げ
要
求
な
ど
の
「
労
働
条
件
改
善
」
と

併
せ
て
車
の
両
輪
と
し
て
取
り
組
ん
だ
「
政

策
・
制
度
要
求
」
に
も
触
れ
、「
前
段
で
は
政

府
の
緊
急
雇
用
対
策
に
『
労
働
者
派
遣
法
改

正
』『
雇
用
保
険
法
改
正
』『
第
二
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
継
続
』
の
三
点
を
盛
り
こ
む
こ

と
を
求
め
、
併
せ
て
、『
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
』
や
『
公
契
約
基
本
法
の
制
定
』
な
ど
、

労
使
の
労
働
条
件
交
渉
で
は
解
決
で
き
な
い

課
題
に
つ
い
て
、
精
力
的
に
政
府
に
働
き
か

け
て
き
た
」
と
鳩
山
政
権
下
で
の
経
過
を
振

り
返
っ
た
。

鳩
山
政
権
下
で
最
後
に
「
最
賃
一
〇

〇
〇
円
目
指
す
」
と
の
政
労
使
合
意

　

鳩
山
政
権
下
で
、
最
後
の
労
働
関
係
の
成

果
と
な
っ
た
の
が
、
六
月
三
日
に
政
労
使
の

代
表
に
よ
る
「
雇
用
戦
略
対
話
」
で
合
意
さ

れ
た
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
だ
っ
た
。
鳩
山

首
相
が
出
席
し
て
開
か
れ
た
同
日
の
会
合
で
、

二
〇
二
〇
年
ま
で
の
目
標
と
し
て
「
で
き
る

だ
け
早
い
時
期
に
全
国
最
低
八
〇
〇
円
（
時

給
）
を
確
保
し
、
景
気
状
況
に
配
慮
し
つ
つ
、

全
国
平
均
一
〇
〇
〇
円
を
目
指
す
」
こ
と
で

合
意
し
た
。

　

六
月
中
に
ま
と
め
る
新
成
長
戦
略
の
達
成

目
標
年
度
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
一
〇

〇
〇
円
実
現
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
連
合
は
、「
政
労
使
で
初
め
て
具
体
的
な

目
標
金
額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
こ
と
は
、
大
変
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、

評
価
し
た
い
」
と
の
事
務
局
長
談
話
を
発
表

し
た
。
こ
の
目
標
は
平
均
で
名
目
三
％
、
実

質
二
％
を
上
回
る
経
済
成
長
率
が
前
提
条
件

と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
実
現
ま
で
の
道
筋

は
不
透
明
だ
。し
か
し
、民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
に
盛
り
込
み
、
連
合
も
同
様
の
目
標
を

掲
げ
て
い
る
だ
け
に
、
政
労
使
で
こ
う
し
た

内
容
を
合
意
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
連
合

は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
こ
れ
か
ら
審
議
が
始
ま
る
中
央

最
低
賃
金
審
議
会
の
場
で
、
こ
の
合
意
が
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

政
策
要
求
は
「
協
議
・
実
現
型
」
へ

　

連
合
は
昨
年
九
月
の
政
権
交
代
後
、政
策
・

制
度
の
実
現
に
向
け
た
与
党
と
の
政
策
協
議

の
場
を
整
備
。
年
三
、
四
回
程
度
の
連
合
会

長
と
首
相
ら
に
よ
る
ト
ッ
プ
会
談
で
、
予
算

編
成
や
重
要
政
策
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
、

実
務
レ
ベ
ル
で
は
、
官
房
長
官
と
連
合
事
務

局
長
を
ヘ
ッ
ド
と
す
る
「
定
期
協
議
」
を
月

一
回
、
目
途
に
開
催
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

政
策
ご
と
に
は
省
庁
別
協
議
の
場
を
設
け
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
場
の
整
備
は
進
ん
だ
も
の
の
、

与
党
を
支
持
す
る
勢
力
と
し
て
、
連
合
に
求

め
ら
れ
る
の
は
「
責
任
」
に
な
る
。
古
賀
会

長
は
中
央
委
員
会
の
あ
い
さ
つ
で
、
こ
の
点

に
触
れ
、「『
政
策
制
度
』
も
〝
要
求
型
〞
か

ら
〝
協
議
・
実
現
型
〞
へ
と
転
換
が
求
め
ら

れ
る
。『
他
責
』
か
ら
『
自
責
』
と
も
い
え
る
。

こ
れ
か
ら
は
『
掲
げ
る
』『
要
求
す
る
』
だ
け

で
は
な
く
、『
実
現
』
を
展
望
し
な
が
ら
政
策

を
組
み
立
て
、
政
府
・
与
党
の
政
策
に
反
映

し
た
時
に
、
幅
広
い
仲
間
の
共
感
を
得
る
、

結
果
に
も
責
任
を
も
つ
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て

い
る
」
と
主
張
。
新
し
い
政
治
環
境
下
で
の

「
政
策
・
制
度
」
要
求
に
つ
い
て
は
、
作
成

段
階
か
ら
実
現
ま
で
、
吟
味
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
の
考
え
を
改
め
て
表
明
し
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

首
相
辞
任

1

鳩
山
政
権
に
対
す
る
連
合
の
評
価
と
今
後
の
対
応
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厚
生
労
働
省
は
五
月
二
六
日
、「
職
場
に
お

け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る
検
討

会
」
報
告
書
を
発
表
し
た
。
昨
年
七
月
に
、

有
識
者
一
一
人
で
構
成
す
る
検
討
会
（
座
長

＝
相
澤
好
治
・
北
里
大
学
医
学
部
長
）
を
設

置
し
、
八
回
に
わ
た
り
議
論
を
重
ね
て
き
た
。

　

職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
め

ぐ
っ
て
は
、
一
九
九
二
年
以
降
、
労
働
安
全

衛
生
法
に
定
め
ら
れ
た
「
快
適
職
場
形
成
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
指
導
を
行
っ
て
き
た
経

緯
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
今
回
の
報
告
書

で
は
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
労
働

安
全
衛
生
法
の
中
で
明
確
に
規
定
す
る
よ
う

提
言
。
そ
の
う
え
で
、
今
後
は
「
労
働
者
の

健
康
障
害
防
止
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
事
業

者
の
措
置
「
義
務
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と
な

ど
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
を
踏
ま
え
、

同
省
は
今
夏
以
降
に
開
催
す
る
労
働
政
策
審

議
会
で
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正
に
向
け

た
議
論
を
開
始
す
る
考
え
だ
。

受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
め
ぐ
る
経
緯

　

な
ぜ
今
、
職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止

対
策
の
強
化
が
必
要
な
の
か
。

　

技
術
革
新
の
進
展
等
に
伴
う
労
働
態
様
の

変
化
等
に
よ
り
、
職
場
で
疲
労
や
ス
ト
レ
ス

を
感
じ
る
者
の
割
合
が
増
加
す
る
な
か
、
働

き
や
す
い
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
た

め
、
一
九
九
二
年
に
労
働
安
全
衛
生
法
が
改

正
さ
れ
た
。
改
正
法
で
は
、「
事
業
場
に
お
け

る
安
全
衛
生
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
快

適
な
職
場
環
境
を
形
成
す
る
よ
う
努
め
る
」

と
い
う
、
事
業
者
の
努
力
義
務
を
定
め
た
。

こ
れ
を
受
け
、「
事
業
者
が
講
ず
べ
き
快
適
な

職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

指
針
」
を
策
定
。
作
業
環
境
の
う
ち
空
気
環

境
を
快
適
な
状
態
に
維
持
管
理
す
る
措
置
の

一
つ
と
し
て
、「
作
業
場
内
に
喫
煙
場
所
を
指

定
す
る
等
の
喫
煙
対
策
を
講
ず
る
」
旨
（
い

わ
ゆ
る
受
動
喫
煙
防
止
）
が
明
記
さ
れ
た
。

　

一
九
九
六
年
に
は
、同
指
針
が
求
め
る「
喫

煙
対
策
」
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、「
職
場

に
お
け
る
喫
煙
対
策
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
が
設
け
ら
れ
、
労
働
者
の
受
動
喫
煙
を

防
止
す
る
た
め
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
基
本

的
な
事
項
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇

三
年
に
は
健
康
増
進
法
が
施
行
さ
れ
、
第
二

五
条
で
「
学
校
、
病
院
、
事
務
所
、
飲
食
店

等
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
の
管
理
者
は
、

利
用
者
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
」
と
規
定
。

こ
れ
に
伴
い
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
改
正
さ
れ
、

「
事
業
場
全
体
を
常
に
禁
煙
と
す
る
か
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
喫
煙
室
等
で
の
み
喫
煙

を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
場
所
を
禁
煙
と
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
た
。

　

一
連
の
取
り
組
み
を
通
じ
、
職
場
に
お
け

る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
は
進
展
し
た
。「
平

成
一
九
年
労
働
者
健
康
状
況
調
査
」
に
よ
る

と
、
何
ら
か
の
喫
煙
対
策
に
取
り
組
ん
で
い

る
事
業
場
は
全
体
の
七
六
％
と
、
一
九
九
七

年
調
査
の
四
八
％
や
、
二
〇
〇
二
年
の
五

九
％
よ
り
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
を
み
る
と
、
有
効

な
措
置
と
な
る
「
事
業
所
全
体
を
禁
煙
」
や

「
喫
煙
室
を
設
け
そ
れ
以
外
を
禁
煙
」
を
講

じ
て
い
な
い
事
業
場
が
五
四
％
と
過
半
数
を

占
め
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、「
た
ば
こ
の
規
制
に
関
す

る
世
界
保
健
機
関
枠
組
条
約
」（
日
本
は
二
〇

〇
四
年
に
批
准
・
翌
年
発
効
）
等
を
背
景
に
、

諸
外
国
で
受
動
喫
煙
防
止
の
規
制
強
化
が
進

み
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
今
年
二
月
に
は
厚
労

省
健
康
局
が
、
健
康
増
進
法
第
二
五
条
の
受

動
喫
煙
防
止
対
策
の
基
本
的
な
方
向
性
（
解

釈
）
と
し
て
、「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
公
共

的
空
間
は
、
原
則
と
し
て
全
面
禁
煙
で
あ
る

べ
き
」
な
ど
と
す
る
局
長
通
知
を
発
出
し
、

注
目
を
集
め
た
。

受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
義
務
化
へ

　

こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、「
職
場
に
お
け

る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る
検
討
会
」

で
は
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響
（
有
害

性
）
を
議
論
の
対
象
に
し
な
い
前
提
で
、
今

後
の
方
向
性
を
議
論
し
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
最
終
的
に
ま
と
め
た
報
告
書

で
は
、「
今
後
は
快
適
職
場
形
成
と
い
う
観
点

で
は
な
く
、
労
働
者
の
健
康
障
害
防
止
と
い

う
観
点
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
指
摘
。
①
職
場
は
労
働
者
自
身
で
選

択
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
く
、
し
か
も
一
定

の
時
間
拘
束
さ
れ
る
こ
と
②
事
業
者
に
は

「
労
働
契
約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、

身
体
等
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
労
働
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
」（
労
働
契
約
法

第
五
条
）
と
い
う
安
全
配
慮
義
務
が
あ
る
こ

と―
―

等
か
ら
、「
労
働
安
全
衛
生
法
で
、
労

働
者
の
健
康
障
害
防
止
に
着
目
し
た
受
動
喫

煙
防
止
対
策
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
」「
労

働
者
の
健
康
障
害
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
対

策
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
事

業
者
の
義
務
と
す
べ
き
」
と
結
論
づ
け
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
具
体
的
な
措
置
と
し
て
は
、

①
一
般
の
事
務
所
や
工
場
で
は
、
全
面
禁
煙

ま
た
は
、喫
煙
室
（
二
〇
〇
二
年
策
定
の
「
分

煙
効
果
判
定
基
準
に
基
づ
く
」）
の
設
置
に

よ
る
空
間
分
煙
と
す
る
必
要
が
あ
る
②
顧
客

の
喫
煙
に
よ
り
全
面
禁
煙
や
空
間
分
煙
が
困

難
な
場
合
（
飲
食
店
、
宿
泊
施
設
等
）
で
も
、

換
気
等
に
よ
る
有
害
物
質
濃
度
の
低
減
、
保

護
具
の
着
用
等
（
例
え
ば
、
喫
煙
室
掃
除
の

際
の
防
塵
マ
ス
ク
の
着
用
等
）
の
措
置
に
よ

り
、
可
能
な
限
り
労
働
者
の
受
動
喫
煙
機
会

を
低
減
さ
せ
る
必
要
が
あ
る―

―

こ
と
な
ど

を
あ
げ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
措
置
の
効
果

を
評
価
で
き
る
よ
う
、「
換
気
量
や
何
ら
か
の

濃
度
基
準
等
の
設
定
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
」
と
し
、
さ
ら
に
上
乗
せ
対
策
メ
ニ
ュ
ー

と
し
て
、「
ば
く
露
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
の

禁
煙
タ
イ
ム
の
導
入
」
や
「
人
員
配
置
に
係

る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
」
等
も
あ
げ
た
。

　

こ
う
し
た
措
置
の
実
施
に
は
、
企
業
の
負

担
が
避
け
ら
れ
な
い
。
報
告
書
で
は
「
好
事

例
の
情
報
提
供
も
含
め
た
技
術
的
支
援
」
や
、

「
喫
煙
専
用
室
の
設
置
等
を
行
う
中
小
企
業

に
対
す
る
財
政
的
支
援
」
の
必
要
性
に
も
言

及
し
て
い
る
。 

（
調
査
・
解
析
部
）
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検
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め
る


